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第１１号様式 

 

建 物 賃 貸 借 契 約 書 

 

 

貸付人藤沢市（以下「甲」という。）と借受人〇〇〇（以下「乙」という。）とは、次のと

おり建物の賃貸借契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（貸付物件） 

第２条 甲は、その所有する次の物件（以下「貸付物件」という。）を乙に貸し付け、乙は、

これを賃借する。 

(1) 所  在 藤沢市藤沢２丁目６番 1 

(2) 施 設 名 藤沢市民病院 

(3) 貸付場所 別紙のとおり 

(4) 貸付面積 68.1 ㎡ 

 

（使用目的） 

第３条 乙は、貸付物件を入院セット提供等実施事業にかかる作業場として使用し、その他

の用途には使用しない。 

 

（貸付期間） 

第４条 貸付期間は、２０２６年（令和８年）１０月１日から２０２８年（令和１０年）３

月３１日までとする。 

 

（貸付料） 

第５条 貸付料は、月額       円、うち取引に係る消費税額       円とす

る。 

２ 乙は、前項に定める額を、毎月、翌月末日までに甲の指定する方法により納付しなけれ

ばならない。 

３ 乙は、第２項の納入期限までに貸付料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の

日までの日数に応じ、当該貸付料に年３．０パーセントの割合で計算した金額を遅滞金と
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して甲に支払わなければならない。 

４ 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の改正等によって消費税等額に変動が生じた場

合は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。 

５ 貸付料は、貸付物件の評価額の著しい変動その他正当な理由がある場合には、甲乙協議

のうえ改定することができる。 

 

（貸付物件の引渡し） 

第６条 甲は、貸付期間の初日に貸付物件をその所在する場所において、現況のまま乙に引

き渡す。 

 

（契約保証金） 

第７条 契約保証金は免除する。 

 

（転貸及び譲渡等の禁止） 

第８条 乙は、甲の承諾がなければ、貸付物件を第三者に転貸し、賃貸権を譲渡してはなら

ない。 

 

（維持管理等） 

第９条 乙は、貸付物件を善良な責任者の注意をもって、維持管理しなければならない。 

２ 甲が病院管理上必要な事項を通知したときは、その事項を遵守しなければならない。 

 

（滅失又はき損の報告） 

第１０条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又はき損した場合は、直ちに甲にその

旨を報告しなければならない。 

 

（使用上の損失等） 

第１１条 乙は、その責に帰する理由により、貸付物件をき損した場合において、乙の負担

において貸付物件を原状に復さなければならない。 

 

（瑕疵担保責任） 

第１２条 乙は、この契約締結後、貸付物件に面積の不足その他隠れた瑕疵があることを発

見しても、第５条第１項に規定する貸付料の減額若しくは、損害賠償の請求又は、契約の

解除をすることができない。 

２ 乙は、貸付物件がその責めに帰することができない理由により滅失し、又はき損したと
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きは、当該滅失又はき損した部分の割合に応じて、第５条第１項に規定する貸付料の減額

を請求することができる。 

 

（現状の変更等） 

第１３条 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、又は運営上必要な工事等を行う

ときは、事前に詳細な内容及び理由を付した書面をもって甲に届け出て、承諾を得なけれ

ばならない。ただし、乙が設置した機器及び内装等の軽微な変更については、事前の連絡

をもって足りるものとする。 

２ 甲は、前項の規定による届出があったときは、速やかに事情を調査し、その認否を書面

により乙に通知するものとする。 

３ 甲は、第１項による工事等が完成した際は、乙の立会いのもと、その完成を確認するも

のとする。 

 

（実地調査等） 

第１４条 甲は、必要があると認めるときは、貸付物件や売上状況等を調査し、又は乙に報

告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、乙はその調査を拒み、

妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 

（契約の解除） 

第１５条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、貸付物件を公用又は公共用に供する必要が

生じたとき。 

(2) 乙が貸付物件を第３条の用途に使用しないとき又は、その用途に使用することをやめた

とき。 

(3) 乙が貸付料を納期限後、３ヶ月を経過しても納付しないとき。 

(4) 乙が応募資格の詐称その他不正な手段により契約を締結したとき。 

(5) 乙又は乙の代理人が、集団的に、若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある

団体の構成員又は当該団体と密接な関係を有する者であると認められるとき。 

(6) その他、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。 

 

（原状回復義務） 

第１６条 乙は、貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により解除されたときは甲の指

定する期日までに、乙の費用で建物を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただ

し、甲の承諾を得て付加した造作等については、この限りではない。 
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２ 甲は、乙が前項の義務を履行しないときは、貸付物件を原状に復し、乙からその費用を

徴収することができる。 

 

（有益費等の請求権の放棄） 

第１７条 乙は、第１６条の規定により貸付物件を返還する場合、貸付物件に投じた改良費

等の有益費、修繕費等の必要費その他の費用があっても、これを甲に請求することができ

ない。 

 

（光熱水費） 

第１８条 乙がこの契約の履行のために貸付物件の電源、水道等を使用した場合、その費用

は甲の負担とする。 

 

（費用負担） 

第１９条 貸付物件の維持、保存、改良、修繕その他に要する費用は乙の負担とする。ただ

し、乙の責に帰することができない事由によるときは、甲乙協議によりその負担を定める

ものとする。 

 

（契約の効力の遡及） 

第２０条 契約の内容を記録した電磁的記録の作成をもって本契約を締結する場合にあっ

て、契約締結が履行期間の開始日より後の日であるときは、本契約の効力は履行期間の開

始日から生じるものとする。 

 

（疑義の決定） 

第２１条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じた事項については、

甲乙協議のうえ決定する。 

 

（裁判管轄） 

第２２条 この契約に関する訴えの管轄は、横浜地方裁判所とする。 

 

 この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自その

１通を保有する。ただし、本契約の内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、当事者が

それぞれ電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。 
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年  月  日 

            甲 藤沢市朝日町１番地の１ 

              藤沢市 

              藤沢市長         ㊞ 

 

            乙 住所 

              氏名            ㊞ 


